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前回（第17回）グリッドコード検討会の振り返り

⚫ 下表の技術要件についてフェーズ2’で検討していくこととした。

⚫ 蓄電池の用途は多岐にわたるため、いくつかのモデルで用途と具備すべき機能について整理
すること、さらに、要件化対象設備を明確にするため、設備の定義を明確にすることとした。

⚫ フェーズ2’の審議スケジュールを第18回グリッドコード検討会でお示しすることとした。

ご議論いただきたい事項

⚫ 蓄電池の設置形態ごとの用途と具備すべき機能を整理したのでご意見を伺いたい。

⚫ フェーズ2’で取り扱う個別技術要件ごとの検討項目とそれを踏まえた審議スケジュールを整理
したのでご意見を伺いたい。

課題分類 個別技術要件名 検討対象

需要変動・周波数変動対応

周波数変化の抑制対策（上昇側・低下側） 特高（蓄電池）

瞬動予備力、負荷周波数制御、経済負荷配分制御 特高（蓄電池）

発電設備の制御応答性 特高（蓄電池）

系統安定化に関する情報提供（モデル等） 特高（蓄電池）

出力（有効電力）の増加（変化）速度の上限 全電圧（蓄電池）

需要変動・周波数変動対応
電圧変動対応
（FRT要件見直し）

周波数変化率耐量（RoCoF）、周波数ステップ変化耐量 全電圧（FRT対象電源）

電圧位相変化耐量 全電圧（FRT対象電源）

電圧変動対応
電圧変動対策（力率設定） 高低圧（蓄電池）

電圧・無効電力制御（需要設備） 高低圧（EV用急速充電器）

本資料にてご議論いただきたい事項
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◼ いくつかのモデルで蓄電池の用途と具備すべき機能（技術要件）について整理するにあたり、どのような
モデル分けとしていくか。

◼ 以下の観点から今回は蓄電池の設置形態ごとの用途と具備すべき機能（技術要件）について整理した。

➢ 国の審議会等では単独で設置されるもの、再エネ併設、需要家併設などの設置形態ごとに用途を
論じているものが多い。

➢ 技術要件適用要否の判断において、接続検討申込書による設置形態の区別が可能。

（出典）第4回 局地的電力需要増加と送配電ネットワークに関する研究会
（2024年6月11日）資料5

（出典）2024年度 第3回 定置用蓄電システム普及拡大検討会
（2024年8月29日）資料3

１．蓄電池の設置形態による分類（１／２）

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_localdemand/pdf/0004_05_00.pdf
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_localdemand/pdf/0004_05_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/2024_003_03.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/storage_system/pdf/2024_003_03.pdf
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•非常用など常時は系統と連系しない蓄電池ならびに、制御電源や操作電源に用いる蓄電池については要件適用の対象外。
•分類４、分類５の判断をする需要設備には、蓄電池を運用するために必要な負荷（空調、照明等）は除く。

区分 グリッドコード検討会での名称／定義

分類１
単独設置蓄電池

他の発電設備、需要設備と併設することなく、蓄電池単独で系統に連系するもの。

分類２
発電設備併設蓄電池（変動性再エネ）

変動性再エネ（太陽光、風力）発電設備と併設して系統に連系するもの。

分類３
発電設備併設蓄電池（変動性再エネ以外）

変動性再エネ（太陽光、風力）発電設備以外の発電設備と併設して系統に連系するもの。

分類４
需要設備併設蓄電池（逆潮流あり）

需要設備のみと併設して系統に連系するもの、かつ蓄電池から系統への逆潮流があるもの。

分類５
需要設備併設蓄電池（逆潮流なし）

需要設備のみと併設して系統に連系するもの、かつ蓄電池から系統への逆潮流がないもの。

◼ 今回は、蓄電池の設置形態に着目して５つに分類するとともに、それぞれの定義を下表のとおり整理した。

１．蓄電池の設置形態による分類（２／２）
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◼ 設置形態ごとに想定される主な用途を下表のとおり整理した。

◼ なお、整理においては国の審議会等を参考にしつつ、将来的なユースケースも含めている。

（参考）蓄電池の設置形態ごとの用途

区分 名称 想定される主な用途（ユースケース） ※将来的な想定も含む

分類１ 単独設置蓄電池
• 容量市場、需給調整市場、卸電力市場での活用
• 余力活用契約
• 系統混雑緩和

分類２
発電設備併設蓄電池
（変動性再エネ）

• FIP収入最大化への活用
• 再エネ出力制御量の低減
• インバランス回避

分類３
発電設備併設蓄電池
（変動性再エネ以外）

• インバランス回避
• 容量市場、需給調整市場、卸電力市場での活用

分類４
需要設備併設蓄電池
（逆潮流あり）

• 蓄電池の有効活用による電気料金削減
• 容量市場、需給調整市場、卸電力市場での活用

分類５
需要設備併設蓄電池
（逆潮流なし）

• 蓄電池の有効活用による電気料金削減
• 需給調整市場等での活用（DR）



7（参考）蓄電池に関する市場等の状況

◼ 蓄電池は設置形態によらず各電力市場での活用が見込まれており、各市場で蓄電池の応札拡大に向け
た取り組みが進められている。

◼ また、蓄電池の活用が期待されるFIP電源への更なる移行への取り組みも進められている。

蓄電池に関する市場等の状況 応札状況

容量市場

（メインオークション）

• 2027年度向けメインオークションより、条件※を満たせば蓄電池も
安定電源での参加が可能（それまでは発動指令電源のみ）

※計量単位で期待容量が1,000kW以上、放電可能時間が3時間以上

• 余力活用運用はSoCなど運用制約も加味したうえで、事業者にて応
札容量を設定する仕組み。

8万kW
（全体の0.05%）
2027年度向けメインオー
クション約定結果

容量市場

（長期脱炭素電源

オークション）

• 2024年度応札から揚水式水力・蓄電池の募集上限が増加
（現状は100万kW）
運転継続時間が3時間以上6時間未満のもの：75万 kW
運転継続時間が6時間以上のもの ：75万 kW

• 2024年度応札から最低入札容量が1万kWから3万kWへ引き上げ
• 蓄電池にGF、LFC、EDCの各機能および制御応答性を要件化
• 発電設備併設蓄電池は長期脱炭素電源オークションへは参加不可

455.9万kW
（うち24%落札）
応札年度：2023年度
約定結果

需給調整市場

• 一次にオフライン枠（応動監視のための専用線不要）導入中。
オフライン枠は、制度設計当初4%であったが、市場運開時に平常
時必要量に見直し。

• 2025年度からオフライン枠の応動時間を10秒から30秒に緩和予定
• 低圧小規模リソースの活用は2026年度開始に向けて対応中

市場全面運開後に
おいても蓄電池の約
定量は少ない。

FIP電源
• 優先給電ルールの出力制御順を、FIT電源→FIP電源へ見直し
• 一定量の電源がFIP電源に移行するまでの間、集中的に、FIP電
源に係る蓄電池の活用や発電予測などへの支援を強化



8（参考） FIP制度への移行促進

（出典）第66回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2024年8月7日）資料３

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/066_03_00.pdf


9２．設置形態ごとの要件化要否の検討
～蓄電池を対象に含む技術要件～

◼ フェーズ2’で蓄電池を対象に含む技術要件を下記のとおり３つに区分したうえで、蓄電池の設置形態ごと
に要件化の対象としていくか否かの方向性、ならびに、技術要件検討時の留意事項を整理する。

➢ 周波数調整に関連する技術要件
B1,2:周波数変化の抑制対策（上昇側・低下側） B3:発電設備の制御応答性
B8:瞬動予備力 B9:負荷周波数制御 B10:経済負荷配分制御
E4:系統安定化に関する情報提供（モデル等）

➢ 常時の周波数、電圧変動維持に関連する技術要件
B6:出力（有効電力）の増加（変化）速度の上限 C2:電圧変動対策（力率設定）

➢ 事故時の不要解列防止に関連する技術要件
B12:周波数変化率耐量（RoCoF） B13:周波数ステップ変化耐量
C3:電圧位相変化耐量

※EV用急速充電器は需要設備であり蓄電池ではないため、設置形態ごとの検討は実施しない。



10２．設置形態ごとの要件化要否の検討
～周波数調整に関連する技術要件（１／２） ～

◼ 個別技術要件
B1,2:周波数変化の抑制対策（上昇側・低下側） B3:発電設備の制御応答性 B8:瞬動予備力
B9:負荷周波数制御 B10:経済負荷配分制御 E4:系統安定化に関する情報提供（モデル等）

◼ 設置形態ごとの要件化要否の方向性
• 現状においては、需給調整市場で応札不足が継続しており、今後もペロブスカイトや洋上風力など変動

性再エネのさらなる導入拡大が予想されるなかで、蓄電池を含めた調整力の拡大が必要となる。
• 現時点では、将来的に必要となる調整量および各設置形態の蓄電池の導入量が不明確な状況であ

ることから、全設置形態を対象に調整力の具備を検討していくこととしてはどうか。

（出典）第50回 需給調整市場検討小委員会（2024年9月10日） 資料５

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/jukyu_shijyo_50_05.pdf


11２．設置形態ごとの要件化要否の検討
～周波数調整に関連する技術要件（２／２） ～

◼ 要件検討時の主な留意事項
• 蓄電池の充放電出力に大きく関わる技術要件となるため、 SoC管理や蓄電池劣化に関する事項など

関連団体との引き続きの調整が必要。
• 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（調整力等委）における将来の調整力設備の充足

状況などを踏まえた調整力の必要量を考慮。
• 需給調整市場での応札量増加対策やFIP電源への移行促進などが議論されており、他の制度や国の

審議会などの方向性と協調。

（出典）第50回 需給調整市場検討小委員会（2024年9月10日） 資料５

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/jukyu_shijyo_50_05.pdf
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◼ 個別技術要件
B6:出力（有効電力）の増加（変化）速度の上限 C2:電圧変動対策（力率設定）

◼ 設置形態による要件化要否の方向性
• 低需要期の晴天時や、高需要期の点灯帯などでは、蓄電池の設備形態に関わらず一斉に蓄電池を

充放電することが考えられる。（アービトラージ、太陽光の出力制御回避、充電費用節約など）
• このため、電力品質維持の観点から、全設置形態を対象に検討することが適当ではないか。

◼ 要件検討時の主な留意事項
• 出力変化速度の上限については、市場要件などで求める周波数機能の応答性との協調、急峻な需要

設備の負荷変動追従を目的とした充放電への対応も考慮しつつ検討することが必要。

２．設置形態ごとの要件化要否の検討
～常時の周波数、電圧変動維持に関連する技術要件～

（出典）第46回 系統ワーキンググループ（2023年５月29日） 資料５

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/046_05_00.pdf
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◼ 個別技術要件（対象電圧：全電圧）
B12:周波数変化率耐量（RoCoF） B13:周波数ステップ変化耐量 C3:電圧位相変化耐量

◼ 設置形態による要件化要否の方向性
• 事故時の不要解列は設置形態によらず発生する可能性のあるものであり、需給変動や電圧変動を

防止する観点から、全設置形態を対象に検討することが適当ではないか。
◼ 要件検討時の主な留意事項

• 特に高速に単独運転検出が求められる低圧においては単独運転検出機能との整合の検討が必要。

２．設置形態ごとの要件化要否の検討
～事故時の不要解列防止に関連する技術要件～

（出典）第101回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2024年9月30日）資料３

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2024/files/chousei_101_03.pdf


14２．設置形態ごとの要件化要否の検討

◼ 今回、蓄電池を対象に含む個別技術要件について、設置形態ごとに分類し、要件化要否を検討した。

◼ 現時点では系統への影響評価や調整力の充足状況等の情報が不足しているため、全ての個別技術要
件について全設置形態を対象に検討していくこととする。

◼ なお、今回は５つの分類で検討したが、個別技術要件の検討を進めるなかで、更なる細分化の必要性な
どが出てきた場合には、分類を見直すこととする。

◼ 今回の検討を踏まえて、個別技術要件検討のなかで蓄電池の設置形態のほか、これまでどおり対象容量
なども含めて要件化対象を精査していく。



15（参考）現在の蓄電池導入量
至近の蓄電池導入量実績について

◼ 連系契約済の蓄電池のデータ集約
➢ 2023年1月～2024年6月までの蓄電池の契約実績について可能な範囲で収集した。
➢ 電圧区分（特高／高圧）、設置形態（単独／発電設備併設）で区分した契約容量の月別推移

は下図のとおり。
➢ 2023年度の１年間の契約実績は次のとおり。

➢ 2023年度の契約実績は単独設置蓄電池が太宗を占めているが、優先給電ルールの制度変更など、
FIP電源の蓄電池導入を後押しする政策もあるため、今後は発電設備併設の蓄電池の導入量が伸
びる可能性もある点には注意が必要である。

単独設置蓄電池 特別高圧 63件 約225万kW

単独設置蓄電池 高圧 89件 約17万kW

発電設備併設蓄電池 特別高圧 1件 約0.4万kW

発電設備併設蓄電池 高圧 24件 約0.5万kW
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契約容量の月別推移（特別高圧）

単独設置蓄電池

発電設備併設蓄電池

〔MW〕

0

10

20

30

40

50

60
契約容量の月別推移（高圧）
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発電設備併設蓄電池

〔MW〕

※ 低圧連系の蓄電池と需要設備併設の蓄電池については、
サンプルが少ないため反映していない。



16３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案

【フェーズ2’で対象とする技術要件】

課題分類 個別技術要件名 検討対象

需要変動・周波数変動対応

周波数変化の抑制対策（上昇側・低下側） 特高（蓄電池）

瞬動予備力、負荷周波数制御、経済負荷配分制御 特高（蓄電池）

発電設備の制御応答性 特高（蓄電池）

系統安定化に関する情報提供（モデル等） 特高（蓄電池）

出力（有効電力）の増加（変化）速度の上限 全電圧（蓄電池）

需要変動・周波数変動対応
電圧変動対応
（FRT要件見直し）

周波数変化率耐量（RoCoF）、周波数ステップ変化耐量 全電圧（FRT対象電源）

電圧位相変化耐量 全電圧（FRT対象電源）

電圧変動対応
電圧変動対策（力率設定） 高低圧（蓄電池）

電圧・無効電力制御（需要設備） 高低圧（EV用急速充電器）

◼ フェーズ2’で検討対象とする下表の技術要件について、グリッドコード検討会での審議を早く行う予定のもの
から順に検討項目と審議スケジュール案を整理し、次頁以降に示す。
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項目
2024 2025

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

B12:周波数変化率耐量
（RoCoF）

B13:周波数ステップ変化耐量

C3:電圧位相変化耐量

３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案
～事故時の不要解列防止に関連する技術要件～

※外部要因や他の審議会の結果は、緑色塗りつぶし。
※審議スケジュール（検討会の日程を含む）については、検討の進捗により変更する場合がある。

FRT要件の見直し評価

検討内容の審議

◼ FRT要件の見直しについては、調整力等委での評価による。評価結果をもとに、単独運転検出機能との
整合など実現性について詳細検討を行い、2025年度上期に審議予定。

個別技術要件 要件化にあたっての主な検討項目

B12:周波数変化率耐量（RoCoF）
B13:周波数ステップ変化耐量
C3:電圧位相変化耐量

• 調整力等委での評価結果との連携
• 単独運転検出機能との整合など実現性の検討

関連団体との調整
（単独運転検出機能と

の整合など）
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項目
2024 2025

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

B6:出力（有効電力）の増加
（変化）速度の上限

C2:電圧変動対策（力率設定）

３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案
～常時の周波数、電圧変動維持に関連する技術要件～

◼ 出力の変化速度の上限、電圧変動対策については、蓄電池の一斉動作による系統への影響評価や、
市場要件で求める周波数機能の応答性との協調などを検討し、2025年度下期に審議予定。

個別技術要件 要件化にあたっての主な検討項目

B6:出力（有効電力）の増加
（変化）速度の上限

• 市場要件などで求める周波数機能の応答性との協調
• 上限値の規定方法（必要となる整定範囲等）

C2:電圧変動対策
（力率設定）

• 設備対策（SVC設置等）と比較した電圧変動抑制効果、コストメリットなどの試算
• 充電動作と放電動作で個別の力率値を設定することの必要性の確認

課題・必要性の検討
整定範囲検討

検討内容
の審議

※外部要因や他の審議会の結果は、緑色塗りつぶし。
※審議スケジュール（検討会の日程を含む）については、検討の進捗により変更する場合がある。

シミュレーション
（モデル構築、解析等）

検討内容
の審議

関連団体との
調整を含めた、
実現性の確認

要件内容の整理

関連団体との
調整を含めた、
実現性の確認

要件内容の整理

前提条件の整理

蓄電池の導入想定
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項目
2024 2025 2026

3Q 4Q 1Q～4Q 1Q～4Q
B1,2:周波数変化の抑制対策

（上昇側・低下側）

B3:発電設備の制御応答性

B8:瞬動予備力

B9:負荷周波数制御

B10:経済負荷配分制御

E4:系統安定化に関する
情報提供（モデル等）

３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案
～周波数調整に関連する技術要件～

調整力の
充足状況の確認

シミュレーションの
前提条件の整理

系統への影響評価
シミュレーション

検討内容の審議

◼ 周波数調整関連の技術要件については、将来の調整力設備の充足状況や、蓄電池の導入想定を踏ま
えた周波数への影響評価、関係団体との調整などを考慮し、2026年度に審議予定。

個別技術要件 要件化にあたっての主な検討項目

B1,2:周波数変化の抑制対策（上昇側・低下側）
B3:発電設備の制御応答性、B8:瞬動予備力
B9:負荷周波数制御、B10:経済負荷配分制御

• 検討対象の整理（対象とする設置形態、容量）
• 他の審議会等での議論状況を踏まえた市場要件との棲み分け
• 蓄電池の技術的制約との協調（SoCを考慮した充放電動作、

蓄電池劣化要因の考慮（急速充電、過充電/過放電））E4:系統安定化に関する情報提供(モデル等)

※外部要因や他の審議会の結果は、緑色塗りつぶし。
※審議スケジュール（検討会の日程を含む）については、検討の進捗により変更する場合がある。

関連団体との
要件内容の調整

蓄電池の導入想定



20３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案
～EV用急速充電器～

◼ EV用急速充電器を対象とする電圧・無効電力制御（需要設備）については、新たな調整先となる
関連団体との協議や関連規格との調整に時間を要する可能性があるが、2027年度の審議を目指す。

個別技術要件 要件化にあたっての主な検討項目

F1:電圧・無効電力制御（需要設備）
• EV用急速充電器の普及による系統への影響評価
• 社会コスト最小となる対策検討および定量評価など
• 機器側の実現性検討（関連団体や他規格との調整を含む）

項目
2024 2025 2026 2027

3Q～４Q 1Q～4Q 1Q～4Q 1Q

F1:電圧・無効電力制御
（需要設備）

前提条件
の整理

系統への影響評価

検討内容
の審議

※審議スケジュール（検討会の日程を含む）については、検討の進捗により変更する場合がある。

対策検討

機器の調査
技術的課題等の調査

必要に応じて関係する業界団体と調整
（EV用急速充電器関連）

要件化
内容の検討



21３．フェーズ2’の検討項目と審議スケジュール案

項目
2024 2025 2026 2027

3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

グリッドコード検討会日程

フェーズ2’以降の要件候補の整理

フェーズ2’個別技術要件検討

B1:周波数変化の抑制対策（上昇側）

B2:周波数変化の抑制対策（低下側）

B3:発電設備の制御応答性

B6:出力（有効電力）の増加（変化）速度の
上限

B8:瞬動予備力

B9:負荷周波数制御

B10:経済負荷配分制御

B12:周波数変化率耐量（RoCoF）

B13:周波数ステップ変化耐量

C3:電圧位相変化耐量

C2:電圧変動対策（力率設定）

E4:系統安定化に関する情報提供（モデル等）

F1:電圧・無効電力制御（需要設備）

総
合
評
価

⑱11/7 ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖

◼ フェーズ2’の審議スケジュール案

改
定

改定作業

改
定

改定作業

FRT関連は
前倒し要件化を検討

※審議スケジュール（検討会の日程を含む）については、検討の進捗により変更する場合がある。



22今回の提案に対する発電側業界団体の意見および事務局案・確認事項

発電側業界団体の意見
事務局案
確認事項

•技術
•対象

• 蓄電池について、設置形態で分類することは妥当。 （火原協）
• 蓄電池関連設備の検討を早期に着手されることに期待している。（大口自家懇）
• 蓄電池の分類に関して大筋異論はない。（JPEA）

• 設置形態により５つに分類し、要件
化要否を検討する。

• FRT要件は単独運転検出、その他要件との整合について十分な議論が必要。
（JEMA）

• 単独運転検出で求められている高速検出との両立が非常に難しいため、個別の要件ごと
の議論だけでなく他の要件との整合を踏まえることが必要。（ガス・コージェネ）

• 単独運転検出機能との干渉に課題
があるため、個別技術要件検討時に
議論する。

• 各項目の要件化にあたっては、必須化までに一定の期間が必要。（JEMA）
• 低圧が対象となる要件は、認証制度の有効期間、市場流通在庫等で要件の切り替え
に時間を要する場合がある。低圧の設備に対する本要件の適用には、移行処置(要件の
適用を期限を切って猶予する等)が必要。（JPEA）

• FRT対象電源全てが対象となる要件は、内容によってはハードウェアの開発が必要となる
可能性があることから、メーカーの開発スケジュールも配慮の上、必要に応じて猶予期間が
必要。（ガス・コージェネ）

• 移行期間については、事業者の切替
に要するリードタイムの提示を踏まえて
検討し、個別技術要件検討時に議
論する。

• 設置形態によって蓄電池の設置の目的や用途が異なることから、技術要件の適用にあ
たっては設置形態ごとの受容性の考慮が必要。（ERA）

• 関係団体と調整しながら、必要に応じ
て国の審議会とも連携し、設置形態
ごとの適用要否について検討する。

•その他
• 「EV用急速充電器」の定義（対象設備の明確化：単機、一需要家内での複数機器
合算要否など）を明確にして欲しい。（JEMA）

• 具体的な対象設備については個別技
術要件検討時に議論する。

（意見照会対象の発電側業界団体）
JEMA、日本ガス協会、コージェネ財団、JPEA、JWPA、火原恊、大口自家懇、ERA（エネルギーリソースアグリゲーション事業協会）


